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○ 令和３年の農作業事故死亡者数は242人であり、前年（令和２年）と比べて28人減少した。就業者10万人当たりの死亡事故者数は

10.5人であり、他産業に比べ依然として高い状態となっている。

○ 要因別にみると、「農業機械作業に係る事故」が約７割と高い状態が継続している。農業機械作業のうち「機械の転落・転倒」が

約５割を占めており、乗用型トラクターをはじめとした農業機械の転落・転倒対策の強化が必要である。

令和３年に発生した農作業死亡事故の調査結果（前回検討会で報告済み）
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要因別の死亡事故発生状況（令和３年）

乗用型トラクター

58人 (24.0%)

歩行型トラクター

22人 (9.1%)

農用運搬車

21人 (8.7%)

自脱型コンバイン

16人 (6.6%)

動力防除機

16人 (6.6%)

動力刈払機

11人 (4.5%)

農用高所作業機

1人 (0.4%)

その他 26人

熱中症 23人

(9.5%)

ほ場、道路からの転落

11人 (4.5%)

稲ワラ焼却中等の火傷

9人 (3.7%)

木等の高所からの転落

8人 (3.3%)

その他 13人

(5.4%)

242人

農業機械作業
に係る事故

171人
（70.7％）

農業用施設作業
に係る事故

7人（2.9％）

機械・施設以外の作業
に係る事故

64人（26.4％）

農作業死亡事故調査（農林水産省）
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Ⅰ はじめに

Ⅱ 農作業環境の安全対策の強化

１ 農業機械の安全対策の強化
（１）農業機械の安全性能の強化
（２）安全性検査制度の見直し
（３）法令で定められた対応の徹底
（４）法令における農業機械の位置づけの確認

２ 農地、農道、農業施設等の安全対策の強化
（１）農地、農道の安全対策
（２）農業施設等における安全対策

Ⅲ 農業者の安全意識の向上

１ 研修体制の強化
２ 農作業安全に向けた現場の取組の活性化
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農作業安全対策の強化に向けて
（中間とりまとめ）

（令和３年５月農作業安全検討会）



新しい安全性検査制度の基本的枠組み

１ 対象機種

 乗用型トラクター、歩行型トラクター、自脱型コンバイン、田

植機、乾燥機は、順次、安全装備検査基準を個別に検討した上

で実施。

 スピードスプレヤー（SS）については、別途分科会を立ち上げ

た上で必要な安全対策を検討。

２ 開始時期

 乗用型トラクターの新基準の適用時期である令和7年４月と整

合させることとし、その間は現行制度を継続する。

３ 書面審査

 安全性検査の合否の判断を、実機検査に代えて書面で行う。

（ただし、依頼者が実機検査を希望する場合はこれも認める）

 書類や申請手続きを簡素化する。

４ 製品アセスメント

 検査実績が十分ではない機種は、対象機種から一旦除外した上

で、安全性能を評価及び公表する「製品アセスメント」を行い、

市販機種の安全水準を関係者に広く明らかにした上で、対象機

種への移行を進める。

２ わかりやすさの向上・検査基準の明確化

 新証票はシンプルなデザインとし、一般公募を通じて決定。

 「安全装備検査基準」、「先進安全装備リスト」等の新基準は
2019年基準を基本に検討。

 基準の明確化に向けた勉強会の開催、基準適合・不適合事例の
共有。

３ 購買行動対応の強化

４ その他（検査結果の有効期限）

 WEB、パンフレットにおける合格証票の表示ルールを統一。

 検査合格機を対象とした保険料の割引について事業者と協議。

 旧基準合格機に対する証票貼付は、新基準適用開始後３ヶ年を限度。

（参考）今後更に検討が必要な事項

① 量産直前の受検

② 年度末・年度当初に受検の申込みができない期間の短縮化

③ 事後検査の具体的手法等

④ 製品アセスメントの１機種目の選定

⑤ 書面審査の様式・添付書類及び検査手数料の水準

⑥ 基準の明確化に向けた勉強会の開催手法、基準不適合事例の共有手法

⑦ 検査証票の効果的な周知方法

１ 検査手続きの簡素化等
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※今回の主な報告事項

※今回の主な報告事項

１ 安全性検査制度の見直しの進め方

○ 農研機構が行う農業機械の安全性検査制度の見直しについては、令和３年12月の第５回農作業安全検討会で確認された「新し
い安全性検査制度の基本的枠組み」に沿って、具体化に向けた検討を展開。



２ 第５回 安全性検査制度検討部会における検討

○ 農研機構が行う農業機械の安全性検査制度の見直しに係る基本的な事項は、農作業安全検討会の下に設置した安全性検査制度
検討部会で議論。

○ 本年11月30日に第５回安全性検査制度検討部会を開催し、主に各機種の安全装備検査基準について検討。

安全性検査制度検討部会 開催要領

令和３年６月
令和４年５月改訂
令和５年４月改訂

農林水産省

１ 趣旨
農作業安全検討会において令和３年５月にとりまとめられた「農作

業安全対策の強化に向けて（中間とりまとめ）」（以下「中間とりま
とめ」という。）を踏まえ、「農作業安全検討会 開催要領」２の
（３）の規定に基づき「安全性検査制度検討部会」(以下「検討部会」
という。)を設置し、（国研）農業・食品産業技術総合研究機構が実施
する安全性検査の受検率の向上等を図るため、現行制度の見直しに向
けた検討を行うこととする。

２ 構成
（１）検討部会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。
（２）検討部会は必要と認めるときは、委員以外の者から意見を聴くこ

とができるものとする。

３ 運営
（１）検討部会の議事並びに議事録及び資料は、非公開とする。
（２）検討部会における検討結果等は農作業安全検討会に報告するもの

とする。

安全性検査制度検討部会 委員名簿

尾崎 陽一 大島農機株式会社 開発設計部 第１設計課長

川口 尚 （一社）日本農業機械工業会 常務理事

木下 武志 株式会社クボタ 機械統括本部 機械業務部長

清川 智男 井関農機株式会社 開発統括部 認証グループ長

紺屋 秀之 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評価グ
ループ長補佐

齋藤 剛 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 新技術安
全研究グループ 部長

坂本 俊憲 ヤンマーアグリ株式会社 品質保証部 部長

田中 啓晶 三菱マヒンドラ農機株式会社 技術本部 開発管理部 認証課・
課長

手島 司 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評価グ
ループ長

長冨 祥徳 株式会社サタケ 調製機事業本部 営業企画・サービス課長

藤盛 隆志 （一社）日本農業機械化協会 専務理事

松澤 圭介 株式会社ショーシン 技術部 開発課 課長

（オブザーバー）
経済産業省 製造産業局 産業機械課 （敬称略、50音順）
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３(１) 新たな安全装備検査基準の検討状況

○ 乗用型トラクター、歩行型トラクター、自脱型コンバイン、乗用型田植機、乾燥機の５機種について、令和７年度からの運用開
始に向けて、リスクの発生頻度等も踏まえつつ、新たな基準を検討。

○ 各機種について、現行の高度な基準（2019年基準）等を基本に、新たに基準(案)、解説(案) 及びＱ＆Ａ(案)を作成（別添参照）。
なお、新たに設定される基準の一部については、機構の開発等を要することから、令和９年度からの適用とする案が示された。
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○作用部のインターロック機能※1

※自脱型コンバイン、乗用型田植機

○手こぎ作業時に対してインテンション装置※2を
備えた場合の、手こぎ部の即時停止装置
※自脱型コンバイン

○歩行運転における自動速度けん制装置
※歩行型トラクター、乗用型田植機

適用時期を令和９年度とする予定の主な基準

○ 乗用型トラクターのシートベルトリマインダーとPTOイ
ンターロック機構は、令和７年度から適用予定の基準で
あるが、一部機種では、モデルチェンジに合わせて同機
能が装備され、市場に先行投入されている。

〇 なお、同機には、シートベルトの装着感が良い「巻取
り式シートベルト」も新たに採用された。

新機能が先行導入された乗用型トラクター
（令和５年６月発売）

出典：井関農機株式会社HP

（参考）

※1 インターロック機能
運転者の離席を検知し、PTO軸又は作業クラッチで稼働する
可動部の動力を遮断する機能。

※2 インテンション装置
機械の停車中かつ運転者が離席している状態で、PTO軸又は
作業クラッチで稼働する可動部の動力を接続して作業を行う
必要がある場合に、インターロック機能を無効化できる装置。



３(２) 令和９年度から適用予定の新基準（案）【自脱型コンバイン】

○ 自脱型コンバインについては、機械の点検調整や清掃時に可動部に巻き込まれる事故が多いことを踏まえ、離席時に可動
部を停止するインターロック機能の装備を新たに基準化。

○ また、離席した状態で脱穀部を稼働させて行う「手こぎ作業」を要するため、インターロック機能を一時的に無効化でき
るインテンション装置に係る基準についても設定。

基準案
２．安全装置
2.X コンバイン（自脱型）には作用部インターロックを備えること。

2.X.1 コンバイン（自脱型）の停車中に、作業クラッチにより動力を
接続した状態で運転者が離席した場合に、離席から７秒以内にイン
ターロックを作動させること。なお、この機能は、動力源の遮断に
よってもよい。

2.X.2 作業者に手こぎ作業を行わせる場合、インターロックに対する
インテンション装置を備えることができる。なお、当該装置はコンバ
イン（自脱型）の停車中に、運転者の意図的な操作によってのみ作動
可能でなければならない。

2.X.3 インテンション装置を備える場合、手こぎ作業時に作業者の手
が容易に届く位置に2.2を満たすフィードチェンを即時停止できる動力
源の遮断装置を備えること。ただし、フィードチェンの稼働のために
両手での継続した操作が必要など、手が巻き込まれるおそれがない場
合にはこの限りではない。

2.X.4 インテンション装置の作動時に、一定の条件を満たした場合に
は、当該装置の機能は自動で停止し、再び操作しない限り作動しない
こと。

インターロック機能及びインテンション装置の基準（案）
【自脱型コンバイン】
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出典：株式会社クボタＨＰ

手こぎ作業の様子

出典：三菱マヒンドラ農機株式会社ＨＰ

手こぎ作業のための安全機能



後進速度を自動けん制する構造（例）

○ 歩行型トラクターについては、後進時の挟まれ事故や巻き込まれ事故が多いことから、これまで後進で作業を行う機械の
後進速度を2.5km/h以下等に設定してきたところ。

○ 一方で、歩行型トラクターの型式の中には、前後両方向で作業できるようハンドルを180度回動できるものがあり、回動
した場合は前後進の速度段が入れ替わり、基準を超える速度で後進できる状態となることを踏まえ、ハンドル回動時の最高
速度を自動的にけん制する構造を新たに基準化。

基準案
２．安全装置
2.X ハンドルが回動するものは、ハンドルあるいは主変速
レバーを回動させた時に、機械の最高走行速度を基準値以
下に自動でけん制する構造であること。

ハンドル回動時の自動速度けん制装置の基準（案）
【歩行型トラクター】

ハンドルが回動すると前後進が逆になる 出典：株式会社クボタＨＰ
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ハンドルを回動すると高速段にレバー
が入らないよう「制御板」が出る構造

３(３) 令和９年度から適用予定の新基準（案）【歩行型トラクター】



出典：井関農機株式会社HP

歩行運転速度を自動けん制する構造（例）

○ 小型の乗用型田植機については、ほ場からの退出時など特定の場面で機械の前に立って歩行運転を行う実態にあることを
踏まえ、歩行運転時に運転者が後退する方向に1.8km/hを超えないよう自動的にけん制する装置の装備を新たに基準化。

○ また、機械の点検調整や清掃時に可動部に巻き込まれる事故が多いことを踏まえ、離席時に可動部を停止するインター
ロック機能の装備を新たに基準化。

基準案

２．安全装置
2.X 安全確保のため、特定の場面にあって歩行運転を必要とする田植機に
あっては、運転者が操作しやすい位置に走行を停止させる装置及び運転者が
後退する方向に1.8km/hを超えないようにするけん制装置を有すること。ただ
し、けん制された走行速度が1.8km/hを超え、2.5km/h以下である場合は、手
を離すと自動的に主クラッチが切れる構造を有すること。

2.X 田植機には作用部インターロックを備えること。

2.X.1 田植機の停車中に作業クラッチにより動力を接続した状態で運転者
が離席した場合に、離席から７秒以内に可動部へのインターロック装置を
作動させること。なお、この機能は、動力源の遮断によってもよい。

歩行後退時の自動速度けん制装置とインターロック機能の基準（案）
【乗用型田植機】

歩行運転でほ場から退出する様子
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レバーを握ると微
速前進し、手を離
すと停止する構造

３(４) 令和９年度から適用予定の新基準（案）【乗用型田植機】



４ 第３回安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会における検討

○ 転落・転倒事故や挟まれ事故が多く発生しており、安全装備検査基準の十分な検討が必要なスピードスプレヤー（SS）について
は、 農作業安全検討会の下に安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会を設置して、具体的な対応を検討。

安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会 開催要領

令和４年１月
令和４年５月改訂
令和５年４月改訂

農林水産省

１ 趣旨
農作業安全検討会において令和３年５月にとりまとめられた「農作

業安全対策の強化に向けて（中間とりまとめ）」（以下「中間とりま
とめ」という。）を踏まえ、「農作業安全検討会 開催要領」２の
（３）の規定に基づき、「安全性検査基準検討部会スピードスプレ
ヤー分科会」(以下「分科会」という。)を設置し、（国研）農業・食
品産業技術総合研究機構が実施する安全性検査における基準の見直し
に向けて、スピードスプレヤーが具備すべき安全性能に関する検討を
行うこととする。

２ 構成
（１）分科会は別紙に掲げる委員をもって構成する。
（２）分科会は、必要と認めるときは、委員以外の者から意見を聴く

ことができるものとする。

３ 運営
（１）分科会の議事並びに議事録及び資料は、非公開とする。
（２）分科会における検討結果等は、農作業安全検討会に報告するも

のとする。

安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会 委員名簿

川合 龍一 ㈱やまびこ 製品開発本部 開発第四部 開発第一課 主幹

川口 尚 （一社）日本農業機械工業会 常務理事

紺屋 秀之 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評
価グループ長補佐

齋藤 剛 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 新技
術安全研究グループ 部長

手島 司 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評
価グループ長

藤盛 隆志 （一社）日本農業機械化協会 専務理事

松澤 圭介 ㈱ショーシン 技術部 開発課 課長

湯浅 一康 ㈱丸山製作所 品質ものづくり統括部 技術課長

（オブザーバー）
経済産業省 製造産業局 産業機械課

（敬称略、50音順）
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５ スピードスプレヤー（SS）の安全対策の検討状況

○ 令和５年９月に開催した第３回基準検討部会SS分科会では、令和９～11年度の運用開始を目指し、抜本的な安全構造に転換す
るための基準設定等に向けた対策の骨子を確認。

○ この中で、次のとおり今後の検討工程を明確化。

① 令和５年度中に、挟まれ対策として、作業道における安全作業可能な枝下高などの空間条件等（枝下空間条件）の算定方法
を決定（枝下空間条件は型式ごとに取扱説明書に明記し、使用者に説明することを想定）

② 令和６年度中に、挟まれ対策として「運転者に危害が及ばない構造」の具体的な基準を決定

③ 令和７年度中に、転落・転倒対策として、メーカーと農研機構の検証試験結果を踏まえROPS強度試験の具体的な基準を決定

「転落・転倒」対策骨子

「挟まれ」対策骨子

11

取扱説明書等で使用者に対して、作業道における安全に作業
可能な枝下高や枝下の空間条件等（以下「枝下空間条件」と
いう。）を提示する、との考え方を安全装備検査基準に盛り
込む。

当該型式が規定する枝下空間条件を満たさない位置にある枝
等によって運転者に危害が及ばない構造であること、との考
え方を安全装備検査基準に盛り込む。

トラクターのROPS強度試験をベースとした、SSのROPS強度試
験に適合するROPS及びシートベルトを装備するという考え方
を安全装備検査基準に盛り込む。

前面

枝下空間条件

枝下空間条件のイメージ

キャビン式のSSは、枝下空
間条件を満たさない位置の
枝による挟まれ事故や、転
落事故での重傷化を軽減で
きる対策の一つになり得る

出典：株式会社やまびこ

〇m以上

〇
m
以
上



６ 製品アセスメントの実施状況

○ 検査実績が十分ではない機種は、安全性能を評価及び公表する製品アセスメントを行い、市販機種の安全水準を関係者に広く明
らかにした上で、対象機種への移行を進めることとされている。

○ 今年度は、昨年度に農研機構が開発した農用運搬車の評価方法に基づき、

① 「転落・転倒」については、空車状態、積載状態(等荷重、偏荷重)、ばら積みでの最大積載状態における静的転倒角を測定

② 「挟まれ・ひかれ」については、挟圧防止装置の作動状態、緊急停止ボタンを押してからの挙動等を確認

○ 今後、評価結果の公表方法を検討するとともに、製品アセスメントを実施する必要性が高い２機種目の選定を行う予定。

12

静的転倒角測定試験（11/21～22）の様子 挟圧防止装置作動確認試験装置

（第1回評価検討会資料から引用）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農業機械の安全性能評価を行うことで、メーカーに対し安全性の高い農業機械
の開発を促すとともに、農業者が安全性の高い農業機械を選択しやすい環境を整
備し、安全な農業機械の普及促進を図ります。

① 試験手法の確立
令和５年度に実施した新たな対象機種に係る事故実態の分析結果を踏まえ、

事故発生時の安全性能評価や事故の発生を未然に防ぐ予防安全性能評価を行
うためのデータを収集し、具体的な試験手法を確立します。

② 評価手法の確立
収集したデータに関して、農業機械の安全性適合範囲の評価基準を作成するな

ど、評価手法を確立します。

（参考）農業機械の安全性能アセスメント
【令和６年度予算概算要求額 20（21）百万円】

＜対策のポイント＞
より安全な農業機械の普及促進に向けて、新機種における農業機械の安全性能評価を行うための試験・評価手法を確立します。

＜事業目標＞
農作業事故による死亡者数の減少

＜事業の流れ＞

国
委託

［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2111）

民間団体等
（研究機関、大学を含む）

＜事故発生時の安全性能評価＞
① 試験手法の確立

○○性能評価 △△性能評価 ××性能評価

収集したデータ

② 評価手法の確立

データ収集

試験手法
の策定

評価基準
の策定

＜予防安全性能評価＞

転倒角試験

墜落抑止用器具 非常停止装置

自動停止装置
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R5 11～12月 R6 1～3月 R6 4月～ R7 4月～ R9 ～ R11

検査
基準

乗トラ
歩トラ
田植機
コンバイン
乾燥機

SS

制度
全体

（12月）
第８回農作業安全検討会

修正基準案等
の決定

メーカーにおいて新基準に準拠した機械の開発 受検開始

検査手数料の減額
に向けた方針
量産前受検の方法
確定 等

新検査証票のデザイン審査

受検開始

勉強会等を通じた基準の解釈等のコミュニケーション（メーカー⇔農研機構）

SS
分科会

枝下空間条件に基づき啓発を実施（R7年度以降は新基準における機体の姿も併せて周知）

受検開始

（夏頃目途）

第６回
制度検討
部会

メーカー・農機研において、
前述の事項について具体策
を検討し、報告

決定に至らなかった事項
があれば、随時検討し制
度検討部会に報告・決定

制度検討
部会

14

（参考）新しい安全性検査制度の今後の道行きイメージ

農機研にて基準化作業
を実施し、その報告

SSのROPS基準の方向性
を確定し、基準化

挟まれ対策の
基準化

枝下空間条件
の決定

ROPS基準を満たすSSの研究・開発

枝下空間条件を満たさない場合は、挟まれ対策を施したSSの研究・開発

以降、新基準が走り始めたことにより、弊害
等があった場合に再検討・決定

制度検討
部会

SSの受検開始前やアセス事
業実施により安全性検査の
対象機種が増える可能性が
ある場合等に随時議論



７ 今後さらに検討が必要な事項（運用方法等の具体化）

検討事項 今後の対応方向（案）

① 書面審査 農研機構において、書面審査可能な範囲と具体的な確認方法を整理し、メーカーに提示する。

② 検査手数料の軽減
書面審査の導入や寸法確認等の省略を通じて審査に要する人件費等を減少させ、応分の手数料の削減
を図る。

③ 量産化前の受検
量産化前受検が認められる製造段階について、農研機構とメーカー間での合意を得る。
仮に量産段階において変更があった箇所については、構造変更等の書面手続きにより報告を求める。

④ 事後検査
事前通告をした上で出張検査に入る運用とする。検査内容は合格した際の検査基準に照らした確認を
実施する。不適合と判断された場合、改善報告を求め、改善が認められない場合は合格取消とする。

⑤ 基準適合範囲の明確化
新基準に適合するもの・適合しないものの範囲の明確化や、「基準等調整テーブル」「適合・不適合
確認テーブル」について、メーカー及び農研機構における実務上の運用方法等を確認する。

⑥
先進安全装備リスト
（仮称）

令和７年度からの新基準に照らして、事故の低減に寄与する装備をメーカーから広く提供いただき、
リスト作成及び合格時の公表方法等を検討する。

⑦ 証票の見直し
既存の他のデザインと類似することを回避するため、専門家（デザイナー等）に複数案を作成いただ
き、農作業安全検討会委員の意見を踏まえて決定する。

⑧
WEB、パンフレットでの
表示ルール

表示ルールやその記載方法の具体化を進める。

○ 今般、安全装備基準が概ね定まったことを踏まえ、新たな安全性検査の令和７年度からの運用開始に向けて、今後、書面審査や
量産化前の受検手続きなど運用方法の具体化に向けた議論の加速化を図る。
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16

Ⅰ はじめに

Ⅱ 農作業環境の安全対策の強化

１ 農業機械の安全対策の強化
（１）農業機械の安全性能の強化
（２）安全性検査制度の見直し
（３）法令で定められた対応の徹底
（４）法令における農業機械の位置づけの確認

２ 農地、農道、農業施設等の安全対策の強化
（１）農地、農道の安全対策
（２）農業施設等における安全対策

Ⅲ 農業者の安全意識の向上

１ 研修体制の強化
２ 農作業安全に向けた現場の取組の活性化

農作業安全対策の強化に向けて
（中間とりまとめ）

（令和３年５月農作業安全検討会）



○ 労働安全衛生法第59条第１項において「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」旨を規定（雇入れ時教育）。

○ 雇入れ時教育の実施に当たり、農業については、これまで機械の取扱い方法等の一部項目を省略することができることとされ
ていたが、今般、この省略規定が廃止され、令和６年４月１日より全業種で義務化（施行）されることとなった。

○ 農業においては、未熟練労働者の労働災害の発生割合が「全産業平均」や「製造業」と比べて高い状況であったことから、今
般の義務化と取組の徹底を通じて労働災害の発生件数の減少が期待されるところ。

○ 農林水産省では、現在、雇入れ側農家向けの「教育資材」と雇われ側農家向けの「リーフレット」を作成中であり、速やかに
農業現場への周知を図っていくこととしている。

８ 労働安全衛生法令関係（雇入れ時教育の省略規定の廃止）

17

［雇入れ時教育の項目］

１ 機械等、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法

２ 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能・取扱い方法

３ 作業手順

４ 作業開始時の点検

５ 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因・予防

６ 整理、整頓及び清潔の保持

７ 事故時等における応急措置・退避

８ その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

令和６年４月１日から省略規定が廃止され、
全業種に義務化

雇入れ時教育の拡充（全業種で省略規定廃止）

※ただし、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に
ついては、当該事項についての教育を省略することができる。

【これまでも省略できなかった業種】

林業、鉱業、建設業、運送業、
清掃業、製造業、電気業、
ガス業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業、機械修理業



○ 雇入れ時教育を行う際に、雇入れ側の農家が用いる「教育資材」を農林水産省の委託事業を通じて（一社）日本労働安全衛生
コンサルタント会において作成中。

（参考）労働安全衛生法雇入れ時教育に関する教育資材について 18

・ 農業の知識がない労働者にも簡単に理解して
もらえる資料とすること。

・ 雇入れ時教育の項目ごとに、安全に農作業を
実施するために必要となる事項をまとめること。

・ 特に気を付けるべき危険な作業は、挿絵や写
真を充実させる等、現場の安全向上に資する内
容とすること。

・ 事業者が労働者に教育を実施するに当たり、
参考となる解説資料も作成すること。

農業用「教育資材」作成のポイント

（参考）厚生労働省が作成した製造業向け教育資材より抜粋



○ 厚生労働省において、個人事業者等に関する業務上の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために有効と考えられる安全衛
生対策のあり方について、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」において検討し、本年10月27日に報告
書がまとめられたところ。

○ 同報告書においては、個人事業者等の業務上災害の報告について農業を含む全業種を対象とする方向が示されており、農林水産
省においても、農作業事故に係る災害情報について厚生労働省と連携を図りながら対応を検討。

（参考）労働安全衛生法令関係（個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会）

19

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 開催要綱

１ 趣旨・目的

労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」（同法
第1条）ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛生行政は、労使
関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として様々な施策を講じてきた。

なお、個人事業者等の安全衛生対策については、これまで関係省庁との連携
の下でのデリバリーサービスにおける交通事故防止対策についての周知啓発等
の個別分野対策に取り組んできたところである。

一方、令和３年５月に出された石綿作業従事者による国賠訴訟の最高裁判決
においては、有害物等による健康障害の防止措置を事業者に義務付ける労働安
全衛生法第22条の規定ついて、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護
する趣旨との判断がされた。これを踏まえて、同規定に係る11の省令について、
請負人や同じ場所で作業を行う労働者に以外の者に対しても労働者と同等の保
護措置を講じることを事業者に義務付ける改正を行い、令和４年４月に公布さ
れたところである。

この省令改正について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会では、労
働安全衛生法第22条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置をど
うするべきか、注文者による保護措置のあり方、個人事業者自身による事業者
としての保護措置のあり方などについて、別途検討の場を設けて検討すること
とされた。

また、これまで労働安全衛生法の対象としてきていない個人事業者、中小企
業事業主等についても業務上の災害が多く発生している状況にある。

こうしたことから、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図るため、
学識経験者、労使関係者による検討会を開催し、個人事業者等に関する業務上
の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために有効と考えられる安全衛生
対策のあり方について検討することとする。

２ 検討事項

（１）個人事業者等に関する業務上の災害の実態に関すること
（２）個人事業者等の災害の実態を踏まえた災害防止対策のあり方に関すること
（３）個人事業者自らによる安全衛生確保措置の必要性及びその促進に関すること
（４）個人事業者等に関する業務上の災害の把握・報告等に関すること。
（５）個人事業者や中小企業の安全衛生水準の向上のための支援等に関すること
（６）その他

３ 構成等、４ その他 （略）

参集者名簿

青木 富三雄 （一社）住宅生産団体連合会環境・安全部長
大木 勇雄 （一社）建設産業専門団体連合会副会長
小野 秀昭 （株）運輸・物流研究室取締役フェロー
鹿野 菜穂子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
日下部 治 東京工業大学名誉教授
小菅 元生 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局局長(～第6回検

討会)
清水 英次 陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部朝霞分会長
鈴木 重也 （一社）日本経済団体連合会労働法制本部長
高山 典久 （一社）ITフリーランス支援機構代表理事
田久 悟 全国建設労働組合総連合労働対策部長
出口 和則 （一社）全国建設業協会労働委員会委員
土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授
中村 昌允 東京工業大学環境・社会理工学院特任教授
本多 敦郎 （一社）日本建設業連合会安全委員会安全対策部会長
三柴 丈典 近畿大学法学部教授
森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所教授
山脇 義光 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局長（第７回検討会

～） （50音順）



（参考）個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書（一部抜粋）
20

３－１個人事業者等の業務上の災害の把握等
（１）業務上災害の報告の仕組み

ア 報告対象
●労働者死傷病報告の報告対象を踏まえ、休業４日以上の
死傷災害

イ 報告主体
●被災時に個人事業者等が行っていた業務の内容を把握し
ている者(①)､災害発生場所の状況を把握している者（②）
が報告主体となることが適当。

●①及び②のいずれもが存在しない場合には、報告義務の
対象とならないが、個人事業者等が監督署に情報提供でき
る。

●個人事業者等が中小企業経営者や役員である場合には、
所属企業が監督署に報告する。

ウ 報告時期
●報告対象が休業４日以上の死傷災害であることを踏まえ、
労働者死傷病報告の場合と同様、災害の発生を把握した後、
「遅滞なく」報告を求める。

エ 罰則の適用
●報告主体となる個人事業者等は自身が被災していること
や、雇用関係や請負関係にない者の災害について報告する
という特殊性を踏まえれば、罰則を適用することは適当で
ないと考えられる。

オ 報告事項
●発生場所、災害発生日時、被災者に関する情報（氏名、
年齢、性別、業種等）、報告者に関する情報、被災程度、
災害の概要・原因など

（３）業務上災害の分析等
●個人事業者等が、自らが属する業種・業態における災害
の傾向を把握することが可能となるよう、国は、労働者死
傷病報告と同様、個人事業者等による災害データを分析・
公表する。

●業種・職種別団体は、災害の把握及び災害発生状況を分
析し、その結果及びその結果を踏まえて必要となる災害防
止対策について加入者に対して周知するよう努める。



○ 道路上の乗用型トラクター含む農耕作業用特殊車の事故情報の収集・分析を行い、累次の農作業安全検討会に報告(参考資料４参照)。

○ それらの結果を踏まえ、乗用型トラクターにおいて、車両へのシートベルトの備え付け及び着用を義務化することが有効であると考
えられるため、今後、農水省より農耕作業用特殊車メーカー及び関係業界団体並びに警察庁及び国交省とそれぞれ相談することとした
い。

○ その際、義務化するべき適切なシートベルト（技術的な要件等）及び詳細な対象車種について、農水省として、農研機構が実施して
いる安全性検査の内容等を踏まえ検討した上で関係者との調整を行い、今後本農作業安全検討会に報告することとしたい。

９(１) 車両へのシートベルトの備え付け及び着用の義務化について
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９(２) 道路運送車両法令関係（保安基準等）

○ 道路運送車両の保安基準においては、「専ら乗用の用に供する自動車」及び「貨物の運送の用に供する自動車」に対し、シートベル
トを備えることが義務付けられており、道路交通法においては、それらシートベルトを備えることが義務付けられた乗車装置に乗車す
る際にシートベルトを着用する義務が課せられている。
農業機械については、「専ら乗用の用に供する自動車」及び「貨物の運送の用に供する自動車」に該当しない「特殊自動車」である

ことから、道路運送車両の保安基準における義務付けの対象外となっている。

○ シートベルト非着用による致死率の高さ等を踏まえ、道路走行の機会が多く、シートベルトがほぼ100％装備されている乗用型トラ
クターを対象として当該義務付けの対象とすることについて、今後、農水省より農耕作業用特殊車メーカー及び関係業界団体並びに警
察庁及び国交省とそれぞれ相談することとしたい。

道路運送車両の保安基準（座席ベルト関係の一部を抜粋）

第22条の３ 次の表の上欄に掲げる自動車（二輪自動車、側車付二輪自
動車及び最高速度20 キロメートル毎時未満の自動車を除く。）に
は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の
中欄に掲げるその自動車の座席（第22 条第３項第１号から第３号
まで及び第６号に掲げる座席（第２号に掲げる座席にあつては、座
席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。）並びに幼
児専用車の幼児用座席を除く。）の乗車人員が、座席の前方に移動
することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するた
め、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの
取付装置を備えなければならない。

以下の表（貨物について規定）は略

自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別

一 専ら乗用の用に供する
自動車であって、次に掲
げるもの
イ 乗車定員10人未満の

自動車
ロ 乗車定員10人以上の

自動車であって、車
両総重量が3.5トン
以下のもの（第３号
に掲げるものを除
く。）

運転席その他の座席で
あって、前向きのもの（以
下この表において「前向
き座席」という。）

当該座席の乗車人員が、座席の
前方に移動することを防止し、か
つ、上半身を過度に前傾すること
を防止するための座席ベルト（以
下「第２種座席ベルト」という。）

前欄に掲げる座席以外
の座席

当該座席の乗車人員が座席の
前方に移動することを防止するた
めの座席ベルト（第２種座席ベル
トを除く。以下「第１種座席ベル
ト」という。）又は第２種座席ベル
ト
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道路交通法（座席ベルト関係の一部を抜粋）

第71条の３ 自動車（大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条におい
て同じ。）の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定によ
り当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト（以下「座席
ベルト」という。）を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病
のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、
緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむ
を得ない理由があるときは、この限りでない。

2008年
後部座席シートベルト

着用義務化

一般道路における着用率の推移



○ 乗用型トラクターにおいては、平成９年から安全フレーム、シートベルトがセットで標準装備されている。

○ 平成22年～令和2年に国内向けに出荷された乗用型トラクターにおけるシートベルトの装備状況について、

メーカー調査を実施したところ、調査先においては全ての型式において2点式のシートベルトが装備されている。

９(３) 道路運送車両法令関係（シートベルトの普及状況）

大型特殊 小型特殊 合計

シートベルトの種類
小計

シートベルトの種類
小計

シートベルトの種類
小計

２点式 ３点式 なし ２点式 ３点式 なし ２点式 ３点式 なし

平成22年 45 0 0 45 46,052 0 0 46,052 46,097 0 0 46,097

平成23年 41 0 0 41 46,336 0 0 46,336 46,377 0 0 46,377

平成24年 69 0 0 69 48,157 0 0 48,157 48,226 0 0 48,226

平成25年 113 0 0 113 55,515 0 0 55,515 55,628 0 0 55,628

平成26年 95 0 0 95 47,329 0 0 47,329 47,424 0 0 47,424

平成27年 90 0 0 90 49,151 0 0 49,151 49,241 0 0 49,241

平成28年 89 0 0 89 42,032 0 0 42,032 42,121 0 0 42,121

平成29年 98 0 0 98 40,309 0 0 40,309 40,407 0 0 40,407

平成30年 112 0 0 112 40,397 0 0 40,397 40,509 0 0 40,509

令和元年 145 0 0 145 42,138 0 0 42,138 42,283 0 0 42,283

令和2年 99 0 0 99 33,916 0 0 33,916 34,015 0 0 34,015

※国内製造メーカー4社、輸入機販売店3社による国内向け出荷台数の合計
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第5回報告内容
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Ⅰ はじめに

Ⅱ 農作業環境の安全対策の強化

１ 農業機械の安全対策の強化
（１）農業機械の安全性能の強化
（２）安全性検査制度の見直し
（３）法令で定められた対応の徹底
（４）法令における農業機械の位置づけの確認

２ 農地、農道、農業施設等の安全対策の強化
（１）農地、農道の安全対策
（２）農業施設等における安全対策

Ⅲ 農業者の安全意識の向上

１ 研修体制の強化
２ 農作業安全に向けた現場の取組の活性化

農作業安全対策の強化に向けて
（中間とりまとめ）

（令和３年５月農作業安全検討会）



10 農業生産基盤整備を行う際の安全配慮の徹底について

「自動走行農機等に対応した農地整備の手引き」の
改定内容（農作業安全に関する主な部分）

25

設計基準「農道」の改定案
（農作業安全に関する主な部分）

(1)大型化した農業機械の通行が想定できる場合や交通安全上好まし
くない場合は、路肩幅員を標準値※から縮小しないことを基本とす
る旨を追記

※ 周辺地域の特性等の理由により必ずしも標準値とすることが地域住民等の
意向に合致しない区間において縮小できる特例値を設けている。

(2)登坂部を設けてほ場との段差を
なくし、ほ場進入時の転倒・転
落防止、作業効率向上に寄与す
る農道ターン方式について追記

例）園内道においてスピードスプレイヤーの旋回時に発生する軌跡のふくら
みを考慮した幅員を設けることで農業機械の転落・転倒を防止

安全な旋回のための曲線半径の拡幅 安全に旋回できるよう整備された旋回部

(1)スマート農業、農機の大型化等に対応した農地整備を行う際に
参考とする留意点をまとめた「自動走行農機等注）に対応した農
地整備の手引き」を令和５年３月に改定

(2)傾斜部における農業機械作業の安全性等を考慮した農道を配置

注）自動走行農機等は、自動走行農機、大型化した農業機械、ドローン
など営農作業において使用者が操作する農業機械等を表す。

○ 農業生産基盤における安全性の確保として、土地改良事業計画設計基準 設計※ 「農道」（以下「設計基準『農道』とい

う。）」の改定に当たり、農作業の安全性向上の視点を踏まえた改定を検討（食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部

会 技術小委員会での検討を経て、令和５年度末の改定を予定）。

○ 「自動走行農機等に対応した農地整備の手引き」について、より一層の農作業安全対策の視点を盛り込んだ改定を実施（令和

２年策定、令和５年３月改定）。

※ 国営土地改良事業の実施に当たり、設計を行う際に遵守しなければならない基本的な事項等を定めたもの

注1）特例とは、地形の状況、周辺地域の特性、経済性等の理由により必ずしも標準値とすることが地域住民等の意向に

合致しない区間において適用する場合で、この欄に掲げる値まで縮小することができる。

2）歩道等とは、歩道、自転車道及び自転車歩行者道のことをいう。

3）橋梁部とは、延長50m以上の橋梁又は高架の道路をいう。

4）1)の条件下においても、大型農業機械の通行が想定される場合や交通安全上好ましくない場合は、特例値 の0.25ｍ

を使用しないことを基本とする。

5）歩道等を設ける場合の一般部の特例値０mについては、区画線の設置を考慮し0.25mを確保することが望ましい。

農道ターン方式の機能を有する農道
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Ⅰ はじめに

Ⅱ 農作業環境の安全対策の強化

１ 農業機械の安全対策の強化
（１）農業機械の安全性能の強化
（２）安全性検査制度の見直し
（３）法令で定められた対応の徹底
（４）法令における農業機械の位置づけの確認

２ 農地、農道、農業施設等の安全対策の強化
（１）農地、農道の安全対策
（２）農業施設等における安全対策

Ⅲ 農業者の安全意識の向上

１ 研修体制の強化
２ 農作業安全に向けた現場の取組の活性化

農作業安全対策の強化に向けて
（中間とりまとめ）

（令和３年５月農作業安全検討会）



11(１) 農業者向け研修（基礎研修・実践研修）
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① 農業機械の適切な点検・整備に関する研修

② 農業機械の適切な使用方法に関する研修

③ 対話型研修

依然として事故の多い、乗用型トラクター、農薬防除機

などの農業機械について、適切な使用方法を実技形式で

指導する研修

機械の整備不良に起因する事故や整備中の事故を防止す
る観点から、農業機に精通する農業機械士等が適切な点
検・整備方法を指導する研修

農業者のヒヤリハットの体験に基づき、農業者による
対話型研修を実施し、作業の問題点洗い出すとともに、
専門家による改善策の助言等を行う研修

「実践研修」のイメージ

～実践研修とは～

基礎研修の受講者相当の知識等を有する者を対象とし、農業機械の適
切な点検・整備方法や使用方法の実技演習、 農作業安全に関する専門家
と農業者の対話型による研修など、地域における営農体系や事故実態に
応じた、より実践的なもの。

～基礎研修とは～

農林水産省が毎年のテーマに沿って更新して提示する「研修
コンテンツ」を用いて、全ての農業者を対象に実施する研修。
研修内容は、農作業に当たって必ず知っておく必要がある情

報など基礎的なもの。

所要時間：30分程度を想定

１．農作業事故が与える影響
農業者に農作業安全を自分事として捉えてもらえるように、

事例を用いて、農作業事故が経営、地域農業に与える影響を説明

２．農作業事故の現状
直近の農作業死亡事故の概要を説明

３．農林水産省が提示する研修コンテンツに即した事故傾向
（例）農業機械の転落・転倒事故の事例から、事故の発生要因を説明

４．農林水産省が提示する研修コンテンツに即した対策
（例）事故防止対策

・危険箇所の特定
・危険箇所の明示、回避行動の実践
・危険箇所の改善
被害軽減対策
・安全フレームの適切な使用、シートベルト着用、
ヘルメット着用等

「基礎研修（令和５年度版）

○ 農林水産省では、毎年実施している「農作業安全確認運動」において、農作業安全に関する指導者が講師となって行う「基礎
研修」及び「実践研修」の企画・開催を推進。

○ このうち「基礎研修」については、農林水産省において各年度のテーマに沿った研修コンテンツを作成し、できるだけ多くの
参加者に受講していただくため、地域で開催される栽培講習会や農協の作物別の生産部会等の既存の会合と併せて実施すること
を奨励。



研修の概算受講人数

研修受講概算人数

：2,501人以上

：1,000～2,500人

：501～1,000人

：101人～500人

：100人以下

研修の概算合計受講人数 約46,000人

研修の講師に農作業安全指導者を活用した割合※

43.4%

56.6%

活用している 活用していない

都道府県、市町村 1,811

農業者団体 1,346

農業機械メーカー、販売店 594

農業機械士 142

労働安全衛生コンサルタント 122

指導農業士・農業経営士等 78

その他（GAP指導員等） 289
合計（人） 4,382

注）令和５年８月現在

令和4年の活動実績：約45％

農作業安全に関する指導者の人数

※開催を予定している研修（農作業安全指導者以外、講師が未定のもの
を含む）のうち農作業安全に関する指導者を活用する割合を表す。

28
11(２) 農業者向け研修（実施状況）

○ 令和５年の受講者数は、基礎研修と実践研修を合わせて約46,000人であり、基幹的農業従事者数約120万人（令和５年概数
値）と比較しても十分とはいえない。

○ これらの研修の講師には、全国に育成した「農作業安全に関する指導者」を講師とすることを基本としているが、令和５年に
おいて講師を務めた割合は４割強と過半に満たない。このため、今後は都道府県協議会等が指導者リストを作成するなどにより、
指導者を斡旋することができる体制を構築することが必要。また、現在約4,400名の指導者数も十分とはいえないことから、農
作業安全に関する指導者向け研修の受講を推進していく。



（参考）「基礎研修」における令和５年度研修コンテンツ（１～２ページ目）
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（参考）「基礎研修」における令和５年度研修コンテンツ（３～４ページ目）
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12 地域段階の推進体制の強化

地域段階の設置状況（令和５年２月時点）

全体の約３割の市町村で設置（467/1,724市町村）

：道県内全域で設置済み

：県内の５割以上※で設置済み

：県内の５割未満※で設置済み

：未設置

※ 府県内の市町村数のうち、
設置済みの協議会に含まれる
市町村数の割合

【設置を検討している府県】
青森県、岩手県、宮城県、福島県、
秋田県、茨城県、群馬県、埼玉県、
山梨県、長野県、静岡県、新潟県、
福井県、大阪府、兵庫県、島根県、
岡山県、愛媛県、福岡県、長崎県、
熊本県、鹿児島県

【参考】

【地域段階の協議会の設置例】
（１）設置の範囲

・ 市町村単位
・ 県の出先機関単位、旧郡などの
地域的なまとまり

（２）設置母体
・ 他の目的で設置された既存の協
議会を活用
例）担い手育成総合支援協議会、
農業連絡会議、農業機械士会、
農業再生（活性化）協議会等

・ 農作業安全単独の協議会を設置

（単位：人）

道府県名 29年 30年 令和元年 ２年 ３年

北海道 17 22 25 17 9
青　森 10 6 11 14 8
岩　手 14 12 12 4 9
宮　城 7 - - 11 -
秋　田 － 5 9 4 8
山　形 8 - 4 6 4
福　島 9 7 9 9 8
茨　城 8 13 11 6 6
栃　木 4 4 8 7 -
群　馬 11 10 5 4 8
埼　玉 － 5 - - 4
千　葉 5 10 14 4 5
神奈川 － - 5 4 -
新　潟 10 12 - 7 7
富　山 － - - - -
石　川 4 - 5 - -
福　井 － - - - 4
山　梨 10 9 11 4 5
長　野 15 18 13 20 15
岐　阜 4 12 4 6 -
静　岡 9 - 6 - -
愛　知 5 7 9 6 9
三　重 － - 6 - -
滋　賀 4 - - - 6
京　都 5 - 4 - -
大　阪 － - - - -
兵　庫 11 5 5 8 8
奈　良 － - - - 4
和歌山 － - - - 5
鳥　取 － - 5 - 6
島　根 － 5 - - -
岡　山 17 7 8 6 7
広　島 5 6 5 5 -
山　口 6 - 6 7 4
徳　島 4 - 5 4 -
香　川 － 4 4 5 7
愛　媛 5 5 10 5 5
高　知 - - 5 4 -
福　岡 16 4 4 4 6
佐　賀 7 7 4 6 7
長　崎 12 8 - 11 8
熊　本 9 8 4 10 9
大　分 8 8 8 14 6
宮　崎 - 5 7 7 8
鹿児島 16 13 5 10 9
沖　縄 4 - - 4 8
全国計 304 274 281 270 242

道府県別農作業事故死亡者数
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○ 農業者を対象とした農作業安全に関する研修の開催など、県段階や地域段階において農作業安全対策を効果的に講じるために
は、行政、生産者団体、農業資材販売店など関係機関が事故情報や普及啓発方策を共有し、一体的に取り組んでいくことが重要。

○ 地域段階の協議会は、「全域で設置済み」の都道府県が、令和３年３月に行った前回調査では３道県であったのが、令和４年
10月に行った今回調査では８道県に増加（富山県、石川県、愛知県、奈良県、高知県で新たに県下全域で設置）。

○ 一方、死亡事故が多く発生している県でも設置が遅れている地域があることから、引き続き、都道府県や都道府県協議会と連
携して地域段階の協議会設置を促していく必要。
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